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研究会

2004.12.23
於・東京労働会館
　午後1時～5時

I. 協同労働者と労働立法をめぐる諸環境
1.ILO 水準での協同労働者と労働権　
2. 諸外国での協同労働者の法的地位
3. 企業組合の組合員の法的地位
4. 小括

I I . 労働者協同組合における労働法の適用をめぐって
前提的了解 協同労働者への労働法の適用をどのように考えるか
1. 成法的観点からのアプローチ
2. 協同労働者規定

（以上前々号(No.151)収録）

3. 連合会議決文書「労働者協同組合と労働組合」決議(1994 年)
4. 労働法を適用するロジック
5. 実質的な従属関係の存否の判断基準

I I I . 現代的従属論を導出するために＜補説＞
1.「従属」概念自体の機能
2.「組織的従属性」の相手方とは何か
3. 労協における労働権

（以上前号（No.152）収録）

協同労働法制化市民会議事務局長
協同総合研究所　主任研究員　　
島村　博

（報告）
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（後）

（コメント・討議）
堀越芳昭（山梨学院大学）

　島村さんはいろいろな意味で油が乗ってい

ます。ものすごく多岐に渡って、企業論、株

式会社論から法律論、労働法、協同組合論、

最後の株式会社論など、非常に広がりのある

問題であるとは思うんですが、それが非常に

広がりすぎてなかなかどのように切り込んで

いけば良いか難しくなってしまうというとこ

ろがあります。

一応コメンテーターということになってい

ますので、いくつかあげなければいけません

が、一つは、この分野は協同組合研究として

は、新しい分野なんですよね。これまでの協

同組合論というのは間違いなく流通過程の協

同組合論でしたから、農協にしても信用にし

ても生協にしても、労働関係というのはやは

り捨象してしまって一切ないままに、組合

員の利益、組合員だけの問題として考えら

れてきたと思うんです。しかし、この協同組

合は、生産協同組合という面もありますが、

それだけではなく「ものをつくる」という労

働協同組合なので、今までにない非常に難

しい問題があり、それに切り込んでいると

思います。今までも百何十年と協同組合論

の長い歴史があるんですが、それだけでは

解明できない領域の問題であるということ

です。

その中で実際にやってきた運動、連合会

の方々の認識の甘さや弱さ、それまでそう

いったものも連合会の文書の中には反映さ

れてたんだろうと思いますね。それを真正

面から島村さんが取り組むのは非常に貴重

なことで、だけども他方で島村さんがそれ

に切り込んでいきますとまさに新しい分野

ですので、非常に新しい問題提起であると

同時に、行き過ぎや誤解が生じる。新しい問

題提起をする場合は必ずそこに焦点を当て

るものですから、非常によろしいんですが、

それが他方で行き過ぎになってしまう。気

になるのは、例えば、戦後改革についてのも

のすごく否定的な評価とか、そういうふう

に極端に走ってしまうわけですね。そこの
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ところ、例えば、財務秩序云々という中小企

業協同組合法の問題は、改革の欠陥ではな

いんだと思うんですよ。別の問題だろうと。

それがそういう形で極端に走って行く面も

あったのではないだろうかという感じを抱

いております。

さらに具体的に言うと、労働法を労働一

般に対する法規として捉えていった方がや

はり妥当かなと思います。労働者協同組合

法の中で労働法規をできるだけ取り入れる

という観点も非常に大事なので、その根拠

としては、そこに一つあるのかなというこ

とで、私は労働法について知識がないので

何とも言えませんけれども、島村さんの発

想を参考にさせていただきます。

次に協同組合の出資の問題ですが、出資

は支配関係だとか、あるいは資本家になる

支配者だとかそういうものじゃないという

ことですね。出資関係というのは、それを事

業的に成り立たせるために各構成員が責任

を持ってつくっていこうというものなので、

それが資本関係あるいは支配関係というそ

ういうものではないと。私もそのように捉

えて共感するところなんですが。

それから労働者協同組合の場合、特に労

働が基軸になっていて、その従属関係の問

題のところなんですが、労働者協同組合の

場合は、やはり機構が定款にあらわれる意

思決定機関とかそういったところのこれが

今の法案にあらわれているような総会、理

事会というレベルだけでは、それは流通協

同組合だったらそれである程度コントロー

ルできると思うんですが、労働者協同組合

というのは実際に業務を毎日行うわけで、

朝から晩まで24時間一日中行うわけですの

で、そういったところでの意思決定という

のは、総会、理事会だけではもう組合員の意

思の反映は困難だろうと思うんですね。せ

いぜい理事会は月に一回だろうし、総会は

年に一回だろうから。そうすると、日常的に

どう保障されていくか、これが法案の中に

も定款の中にも組み込まれる必要があるだ

ろうと。私は実態がよくわからないんです

が、やはり毎日の状況ですから職場でしょ

うかね。職場での会議と決定権がどのよう

になるか。このことを考えると、前に小松善

雄さんが翻訳した「第一インターナショナ

ルの労働者協同組合法」に定款例が出てる

んです。総会とは別に、会議を毎週やるんで

すね。そこが決定機関になっていたかどう

かはよくわからないんですが、そこはもの

すごく強調されてたんです。そういったよ

うなことがやはり定款にも法案にも反映さ

れないと、旧来の生協法、農協法の焼き直し

だけではだめだと思います。そういうとこ

ろがはっきりしないと、島村さんの懸念し

ているところが解決できないのかなと。こ

れは研究をする必要があるような気がする

わけですね。

それから、この使用従属関係というのは、

あるゆる労働過程一般に尽きるもの。そう

いった議論をしても意味ないのですが、あ

まりね。それから法人の問題ですね。法人の

意義その通りだと思いますんで、組合では

ないんです、協同組合は。単なる組合ではな

くて、機関・組織を持った法人として形成さ

れるわけですけれども、その場合にさっき

の職場の決定機関がありうるかどうかとい

うことなんですけども、やはり今問題に

なっているのは、ガバナンスというのがそ
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こから必然的に出てくるというのは、これ

はつきものだと思うんですね。

ですから、労働者協同組合の中でガバナ

ンス機構をどう保障できるか。組合員、すな

わち労働者が日常的にどうチェックできる

か。それが保障されなきゃならないという

面も出てくるだろうということです。

いずれにしても新しい分野の労働という

分野のところですので、企業論だとか株式

会社論との接点があるわけで、非常に難し

い問題であろうと思うんですが、一番脂の

乗っている時期ですので、どこか焦点を

絞って問題提起をしてもらったらいいと思

うんですね。

ところで、前回、（日本）協同組合学会で

島村さんが報告して、そこでも同じような

印象を感じたんですが、「非営利なんて重要

じゃないんだと」言う島村さんの意図はよ

くわかるんです。何が重要かというと、社会

的企業の社会性や公益性が問題なんで、営

利、非営利ということは 20世紀の議論であ

る、というそういう発想はよくわかるんで

すが、それがさらに進んじゃうと経済行為

それ自身は営利だと言ってしまうとちょっ

と曲がってしまうのではないかと思います。

そうすると、経済活動自体が非常に消極的

に評価される危険性がある。

「経済から福祉へ」とか「経済発展よりも

今後は福祉なんだ」という論議が一方には

あるんですが、私はそれはちょっとまずい

なと思っています。そうではなくて、経済の

あり方が問われているわけで、そういうと

きに、「経済が営利だ」「経済行為自身が営利

だ」となってしまうと問題が拡散するとと

もに、今問われていることから離れてしま

う危険性がないのだろうかとその時は思い

ました。以上です。

岡安喜三郎（協同総研専務理事）
　労働法の内容を「公正な労働基準」(深谷

信夫、茨城大学教授 )と判断するというとこ

ろで、どこまで法制化運動の中で力を持つ

かというのは別にして、実はこれがキー

ワードのような気がするんです。要するに

別な見方をしたのですが、明らかに労働者

は雇用されていて、弱者であるという身分

制社会から市民社会への転換を図るキー

ワードのような感じですよね。今風に言え

ば非常に合っているのですが、果たして今

それがどこまで社会的妥当性を持つのか、

という問題として見ておいていいのか。

また、全体的な流れの中で法人社団の関

係と労働組合問題とか労働問題をやってい

くと、雇用されているのは社団法人かもし

れないけども、働くのは企業という意味で

やはり企業論がきちんと明確に意識されて

いかないと、従属労働とか組織労働という

組み立て方についての議論の論理の組み立

て方が前提としてかなり入ってしまってい

るような感じがします。企業とはこんなも

のじゃないかということが前提として散り

ばめられており、全体として組織的にやら

なければいけない、一定の意思決定をして

その下に従うときがなければいけない、と

いういくつかのことがもう前提で入ってい

ますよね。その辺りのところを企業論との

組み立ての中身として見られるのではない

かなと思います。
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堀越
　もう一点だけ。利潤の分配を得るのが協

同労働の核心だと言っていますが、ここの

ところをもう少し検討する余地はあるかな

という気がします。それから、労働の対価と

いうところをもうちょっと、はっきり言え

ないんですが、本当はそういう要素を、ただ

この労働というのは賃金労働の労働という

のではなくて、広い意味での労働過程の対

価、労働という意味でのそういう発想なん

かも考えて、もうちょっと検討し直したほ

うが、と思いました。

岡安
　労働の対価というより労働の価値という

問題の決め方と、労働の対価という場合、誰

が決めるのか、誰に要求するのか。その辺り

のところが読む人についてはわかりやすい。

想定はいろんな形でできるのですが。

堀越
　利潤の追求だったら営利ですよ。古典的

な説明の営利と同じになって、それを追求

するのが協同労働だとそういうことになっ

てしまうんですね。

田中夏子（都留文科大学）
　イタリアでは、確かに協同組合労働、従事

組合員の労働には従属的労働と自立的労働

の二面性があると言われてきました。2001

年に法改正がありまして、それをふまえて

の分類だとすればまた別問題なんですが、

要するに労働組合員当事者がいかなる関係

の形状を選択するか自ら選択できるように

なりました。したがって、従事組合員である

労働組合員であっても労働法の適用対象に

なります。

特に島村さんがおっしゃる組織的従属の

相手方は誰なのかという疑問があるんです

が、私は法体系はよくわからないんで、運動

的に言いますと、運動の当事者は組織内の

使用者、使用従属関係を強制するという面

ももちろんあります。しかし、もう少しまた

別のところにねらいがあって、協同組合の

場合、自治体委託関係が非常に多いので、そ

ういう実態を反映して委託側に対する発言

権を持つということで、例えば自治体との

契約によって、自治体に対して権限を行使

するときに当然協同組合の理事会としても

言うんですけども、やはり委託関係には社

会的弱さがあるということで労働組合のも

う一つの発言主体として位置づけている。

そのように運動側は認識しています。

もう一つは、全体的な論調の中で、私自身

が 20年前連合会に勤めていたときに、労働

組合のことはタブーでありまして、当時は

「分派」と言われていて、私はそのときに分

派という言葉を覚えたんですけども、やは

り純粋に労働組合をというのではなくてと

ても政治的な意味合いでその議論が出てき
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たりして、排除する気持ちもわかるんです

けども、今から見るとこういうことだった

のかととても勉強になりました。

中川雄一郎（明治大学）
　例えば今のワーカーズコープ事業が大き

くなっていくと、労働の質が問われてきて、

それに応じた報酬が出てこざるを得なく

なってくるというのはありますよね。小さ

いときはみんなで一生懸命にやっているの

でいいのですが、もっと大きくしようとい

うときには、労働の質を無視して量だけで、

つまり、みんな働いてるんだ、みんな同じだ

というようにしてしまうというのはね。大

きくなったときにそういう問題が出てくる。

それに対応しなくてはいけない。

島村博（協同労働法制化市民会議事務
局長・協同総合研究所主任研究員）
　どの程度の規模を想定してこの問題を発

想したらいいのかという問題が実はあるん

です。今、労働者協同組合の場合ではセン

ター事業団という連合艦隊方式というのか

護送船団方式というのか、全国で一つの法

人で、百数十か所、堀越さん的な意味で言う

と経営が存在しているわけですよね。そん

な法人は明らかにあり得ないというふうに

想定しながらものを考えるんですが、現に

稼ぎぶちを稼ぎ出しているのはそこですか

ら、どうしてもそこら辺りにイメージが

いってしまうんです。かつて岡安さんと最

終的に法案を練り上げるときに、勉強会と

いうことで何カ所かの事業所に行って、実

際に労協が立ち上がる規模と言うのは小さ

いということに、ハッと気がついて二人と

もショックを受けました。法案要綱では

ワーカーズコープは 4人から設立可能とし

ているわけで、明らかに5,000人も1万人も

単独で抱えこむ事業所なんてあり得ないし、

コミュニティに内在しようとすれば、一市

町村の規模がどれだけであるにしても、単

独の法人を新しくつくるときに、いきなり

三桁の、つまり300人なり400人なり組合員

を要するような形で立ち上がるということ

はあまりないだろうなと思います。既存の

生協のような流通協同組合の場合、スケー

ルメリットを強調して大規模化する動きが

ずっとあったわけですけども、労協の場合、

そんなスケールメリットがないとすれば、

我々が検討する想定的な法人としての労協

企業は大きくても 200～ 300人程度かなと

思います。中川先生からもイギリスでは200

人を超えると分割すると聞いていたわけで

すし。

それくらいを想定していたときに、実は

ここで報告したようなハードな議論がはた

して必要なのかなと考えてしまいます。堀

越先生は話を広げすぎだと言っておられま

したが、この問題はこの程度ならいいので

はないかと居直るのではなく、それよりも



27

協同の發見 2005.4 No.153

私どもが中核になって、社会的企業のネッ

トワークを立ち上げるということを展望す

る問題に視野を広げて、非協同組合企業に

おける労働のあり方も我々が想定してか

かっていかないと、全体としての日本の企

業や経営についての仕組みの改革提言がで

きなくなるとみています。つまり、ヨーロッ

パの社会的企業なり社会的協同組合の紹介

を精力的にやってきているわけですが、そ

ういったものを生かすためにも欧州がどう

いった企業法制の基盤の上に協同組合法制

を乗せているかという視野を持つことで、

逆に言うと日本での法人企業の仕組み全体

とその中での協同組合の仕組みというもの

を重ね合わせて考えることで、全体の回路

も開かれるだろうし、また社会的企業と

いったものを運動としておこす中核に我々

がなれるかな、という発想があって、視野狭

窄ではなくて視野が無限に拡大してしまっ

た面があります。その意味で絞ったほうが

よろしいのではないかという提言につきま

しては、これはこれとして独立な論考とし

て仕上げられると考えていますから充分に

納得が行きます。

学会のときのご質問については、今日私

当日の報告を持ってきているはずですので、

後でお答えします。日常的な仕事を行う労

働を軸とした協同組合である、そういうと

ころに着目した場合のガバナンスのあり方

の問題として、事業所での会議といったも

のが一定の決定事項を委任されてどこまで

やり切れるかということをどう考えるかと

いう質問なんですが、それについては実は

レジュメの最後に、企業体制、経営体制の枠

の中でものを考えてみようかなとしていた

んですね。そこで岡安氏の質問にある、お前

は企業をいったいどう考えているのか、と

いう問題が論じられるかなと思ったんです。

実は、フランス商法とドイツの企業法論

を調べながら、ヨーロッパでどのように企

業観念が転換していったのかということを、

この間ずっと探っていますが、一般に共通

の出発点があります。それは企業を「企業主

が把握して持っている資本」というものと

して商法典は考えたわけです。もしくは「企

業主」ということで企業を考える。どう考え

たって企業は機構だと思います。つまり、企

業主の把持する資本というのは、一面では

資本を把持している出資者からなる集団と

してでできあがってくるわけですからそれ

は古典的には会社だったわけですね。とこ

ろが現在もそういったものを規律する会社

法で超大企業も含め種々の営業主体を規律

しているわけで、ドイツは明らかにそんな

ことはおかしいとやめてしまったし、アメ

リカも大規模企業と中小企業についての日

本で言うならば会社法と企業法の二本立て

になっていまして、どうしても日本の商法

でいう企業観念とは様変わりしつつある。

ヨーロッパやアメリカでの企業観念をまず

つき合わせてみて、彼らはどういう観念に

転換していったのかということを確定しな

がら同時に労働者協同組合と他の企業にお

いて成立する企業というのはどういう構造

を持っているのかというふうにいこうと

思ったんです。

また、労働者対企業主との関係は会社法

の中に規定しません。全部労働法の中に押

し込んでしまうわけです。それに対して 50

年から70年も日本は遅れていると書いたの
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は、実は企業の主体とは誰なのかという論

議をフランスやドイツは早い時期からやっ

ておりまして、機会株主みたいなものが大

量にいるこの時代に株主の集団＝カンパ

ニー（会社）なんていう把握はもう成り立た

ないと。厳然とそこには経営陣というもの

が存在し、日常的に経営陣が指揮命令を行

い、会社を構成している資本所有者たちの

株式配当を稼ぎ出してくるのは労働者であ

るので、彼らは企業法という枠の中では、経

営陣、それから企業家としての株主、それと

並ぶ第三のファクターだということで、企

業法という枠の中で存在を認められるとこ

ろまで来ているわけですね。ただ日本の会

社、もしくは企業研究者および会社法の研

究者たちは、そんな程度の問題はたいした

問題ではないとハナから否定してかかって、

70年代後半に一時研究があったんですがほ

とんど止まっしまったんです。

フランス法を見ていきますと、これは有

名な話なんですが、労働者に配当請求を

ずっと認めています。つまり、企業の正式の

構成員というのは、資本すなわち自然人あ

るいは法人によって提供される財産に投影

される出資者。次いで、労働者は労働をもっ

て出資しているんだという位置づけをしま

す。そして、それを指揮する集団がいると。

よって資本を所有しているものに対しては

株主配当を、労働を提供した労働者には労

働配当を、経営陣は経営の成功失敗に応じ

て報酬を、とこういう論法で1950年代から

商法を組み立て直して、また商法を変えて

しまいました。

例えば日本でいう企業や会社という概念

は国際的な兌換性なくなってしまったとい

うか、日本は遥かに遅れをとったままです。

だから正直言って私は、この国で現代的と

いうか同時代的観念としての会社とは何か、

企業とは何か、ということを問題にするに

は、1冊くらい本を書かないと誰も理解して

くれないだろうなと感じています。ありと

あらゆる問題が入り込んでいて、その中に

日本協同組合学会での「協同組合は経済的

な事業を行うがゆえに営利性がある云々」

という議論を私は乗せるつもりでいるんで

すね。ですから、形而上学的なというか、抽

象的なというか、「営業」という範囲で議論

する気はちょっと今はもうなくなってし

まっています。かと言ってこれをきれいに

説明しないとこちらの趣旨は十分伝わらな

いだろうなとも思います。例えばここで言

う経営というのは「企業の物的生産装置の

すべてだ」というようなハードな機構とし

て長く伝統的に考えてきたわけですが、そ

ういった観念自身もヨーロッパの一群の論

者は棚上げにしてしまっている。その中に

は何で――投下資本の一現象形態としては

ともかくも――人格としての労働力（労働

者）は入ってこないのか？と。したがって労

働者が入ってこない経営という概念自身を

会社に代表される株主の集団もしくは企業

者たる資本所有者の管理運営の対象とする、

つまり物的な機構として経営を捉え商法の

対象として、それとはまた別個にそれと結

合する労働力である労働者を労働法で把握

する、というこういう発想の妥当性を根本

的に疑ってしまっているんですね。そう

いった根本的な疑いをする感性というか法

感覚自体、アメリカ主導のグローバリズム

に反対するスタンスというのは符節を合わ
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せています。グローバリゼーションは避け

がたいとしても「どういう意味でのグロー

バリゼーションを追求するか」という思想

を持つとしたら、少なくとも法律家はその

程度の団体法一般のあり方についての現代

的な仕組みというものを、協同組合を入れ

込んだ上でですが、考えないとヨーロッパ

の動きも正確に理解できないし、逆に言え

ば後追いだけで終わるのかなと思います。

ですから堀越先生に対して全面的にお答え

はできないんですけども、そんなふうな観

点で日常的な会議の有効性というか必要性

というのを想定しています。

労働法の内容を公正な労働基準として考

えるというのは、労働法をその内容と形態

に分析した場合に、規定の中身そのものを

内容と仮に呼ぶと、それは現在の公正な労

働基準だろうとは誰しも判断がつくのでは

ないのか。まあこういう見方をする人は少

ないけれども、説明すればご理解いただけ

るかなと思います。ただ私は、それは現にあ

らなければならない客観的な法秩序として

の労働基準だというような意味で、この水

準を超えなければ労働者協同組合が労働を

軸とする協同組合であるということの唯一

性は確保できないんだろう、つまり、低賃

金、劣悪な労働条件のもとで長時間働くよ

うな仕組みをとっているときに理念的にど

んなに高いものを掲げていても、それを選

択しようとする人たちはそんなに増えない

だろうと思います。よって、労働法に盛り込

まれている内容を変える方向の提案者にい

かになりきれる事業体かという、そこに労

協の存在価値があるんだろうと考えていて、

この水準で安住してよいとは考えていませ

ん。

生産過程一般には指揮命令関係があると

ふんでしまったら身も蓋もないのではない

のか。実は、それを言いたいのではなくて、

労働法の適用の回路を開くために、およそ

社団または社団が一般的にとる形態である

法人の場合に、指揮命令関係というのは当

然にももう内包されているということを言

いたいのです。ただ問題なのは協同組合が

つくった企業での指揮命令関係の資本家的

あり方ではなくその労働者性をどう確保す

るか。また堂々巡りで同じことになってし

まうのですが。それは経営レベルでの日常

的な意思決定までを含めてガバナンスがど

う機能するかというところにかかってくる

んだろうなということで、およそこういう

抽象的な議論はこれでやめにしたい、とい

うか、かったるいなということがあります。

ただどこかで決着つけとかないと、自分の

中でもまずいなというのがあって、この 94

年文書を見たんですけども、二度と見る必

要はないなとの結論を下しています。


